
みんなでつくる邦楽・和楽器の未来 サポーター会員 会員規約 
 
第 1 条（定義） 
1 ⼀般社団法⼈ 和軸（以降、当法⼈と記載する）の活動趣旨に賛同し、当規約に同意した上で所

定の⽅法により申込を⾏い、当法⼈が⼊会を承認した個⼈につき会員と認める。 
2 本会員は、当法⼈の定款にて別途定める賛助会員のうち、個⼈会員に該当するものとする。 
 
第 2 条（⼊会期間） 
1 ⼊会期間は当法⼈の事業年度に準じ、毎年 4 ⽉ 1 ⽇より翌年 3 ⽉ 31 ⽇までとする。 
2 期間終了後は、退会⼿続きを⾏わない限り⾃動的に 1 年間の更新となり、以降も同様とする。 
 
第 3 条（会費） 
1 会員は、会費として所定の⾦額を当法⼈に⽀払うものとする。 
2 会費は年会費制とする。年度の途中より⼊会する場合は、お申込みがあった⽇が属する⽉の翌

⽉ 1 ⽇より⼊会したものとみなし、会費を⽉割で計算するものとする。 
 
第 4 条（権利） 
1 会員は、当法⼈から提供される会員限定の特典を享受する権利を有する。また、当会員である

ことを肩書きとして表記し、活動を⾏うことができる。 
2 特典の内容、種類、機会は当法⼈が別途定め、会員はそれに従うものとする。 
3 当法⼈は特典の内容、種類、機会の有無や数量、頻度について保証するものではなく、会員は

特典が提供されなかったことに対し、機会の請求、損害賠償請求、その他の請求を⾏うことがで
きない。 

 
第 5 条（禁⽌事項） 
会員は以下に該当する⾏為を⾏なってはならない。 
(1) 当法⼈の運営を妨げる、またはその恐れがある⾏為 
(2) 当法⼈もしくは第三者に不利益を与える、またはその恐れがある⾏為 
(3) 会員としての地位、または会員に限定して提供される情報、特典等の権利を、許可なく第三者

に有償・無償を問わず貸与、譲渡⼜は売り渡す⾏為 
(4) 反社会的勢⼒に属する、または関与する⾏為 
(5) 法令もしくは公序良俗に反する⾏為 
 
第 6 条（退会） 
1 会員は、次に掲げる事由によって退会する。 
 (1) 会員本⼈の退会の申し出。ただし、申し出は退会希望⽇の 1 ヶ⽉前までに⾏うものとする。 
 (2) 会員の死亡 
 (3) 除名 
2 退会時において、⼊会期間が残存している場合であっても、理由の如何を問わず、納⼊済の会費

の払い戻しは⾏わない。 



 
第 7 条（除名） 
会員が以下のいずれかの項⽬に該当する場合、当法⼈は事前に会員に通知または催告することな
く、即時除名処分をすることができる。除名された会員は、当会員制度に係る諸権利を失う。 
(1) ⼊会時に虚偽の申告をした場合 
(2) 第 6 条に定める禁⽌事項に該当する⾏為を⾏なった場合 
(3) 納⼊期限を 3 ヶ⽉過ぎても会費の⽀払いがない場合 
(4) その他、合理的事由により会員として不適当であると当法⼈が認めた場合 
 
第 8 条（変更の届出） 
1 会員は⼊会登録時に当法⼈へ届け出た内容に変更があった場合には、速やかに変更の届出を⾏

うものとする。 
2 会員が本条第 1 項の変更届出を⾏わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法⼈は

その責を⼀切負わないものとする。 
 
第 9 条（個⼈情報の取扱い） 
1 当法⼈は、会員の個⼈情報を取得するものとし、当該情報の保護に必要かつ適切な措置を講じ

る。 
2 個⼈情報の利⽤⽬的は、以下の各号に記載のとおりとする。 

(1) 当法⼈からの連絡・案内・物品等の送付 
(2) 当法⼈の活動に係る調査・分析・開発・運⽤ 
(3) 会員等からの問い合わせ等への対応 

3 当法⼈は、法令に定められた場合を除き、当該会員の同意を得ることなく個⼈情報を第三者に
提供しない。 

4 当法⼈は、業務の⼀部を委託し、業務委託先に対して必要な範囲で個⼈情報を提供する場合が
ある。この場合は、当法⼈は業務委託先と個⼈情報保護に関する契約を締結する。 

 
第 10 条（免責事項） 
以下の各号に規定する事由により当法⼈の活動が停⽌した場合、当法⼈はその責を負わない。 
(1) 天災地変等の不可抗⼒の場合 
(2) 通信事業者、電気供給事業者、配送業者その他当法⼈の委託先の責に帰すべき事由がある場

合 
(3) その他当法⼈の責によらない事由による場合 
 
第 11 条（会員制度の終了） 
1 当法⼈は、事前に会員に対して通知することにより、当会員制度を終了することができる。 
2 前項の制度終了が、当法⼈の責によらない事由による場合、これにより会員または第三者が被

った損害等に関し、当法⼈は⼀切の責任および損害賠償義務を負わない。 
 
第 12 条（規約の変更） 



当法⼈は、会員の了承を得ることなく本規約を随時変更できるものとする。変更した規約は所定
の⽅法で告知する。 
 
第 13 条（優先関係） 
当規約と当法⼈の定款の記載内容に⽭盾・抵触が⽣じた場合には、当規約で定めた内容を優先す
る。 
 

以 上 


